
ト ピ ッ ク ス

コンビニで証明書を受け取れます
２月６日㈪からマイナンバーカードを利用して

マイナンバーカード（個人番号カード）を利用して、
全国のコンビニで証明書を受け取れるようになります。
休日や夜間、出先で急に必要になったときでも、都合
に合わせて証明書を受け取れます。
対マイナンバーカードをお持ちの方　
※通知カードでは利用できません。

利用開始日　２月６日㈪
利用可能時間　午前６時３０分～午後１１時
※年末年始、システムメンテナンス日を除く。

場全国のコンビニ
※サービスが利用できるマルチコピー機を設置して
いる店舗に限ります。

受け取れる証明書
・住民票の写し（本人、本人と同一世帯員のもの）
・印鑑登録証明書（印鑑登録されている本人のもの）

￥１通２００円
他印鑑登録証明書を受け取る際、印鑑登録証は不要で
す。

問市民課窓口担当（☎６５・２１０１）

利 用 方 法

手順１ 手順２

手順４ 手順３

コンビニのマルチコピー機の画
面で「行政サービス」を選択

マイナンバーカードを読み取ら
せ、暗証番号を入力

証明書が印刷されます 証明書の種別や部数などを選択
し、料金を支払う

①暗証番号は、利用者証明用電子証明書の暗証番号
（カードを受け取る際に入力した４桁の数字）です。
②暗証番号は３回間違えるとロックされます。解除
するには、市民課または各支所での手続きが必要
です。

マイナンバーカードや証明書
の置き忘れにご注意ください。 返金、証明書の交換はできません。
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